
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                    平成２８年１１月１５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 
エル・イー・ディー照明付レンジフード 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本製品は、一般家庭に設置されるレンジフードであって、手元を照らすためのエ

ル・イー・ディー照明が取り付けられている。 

 

○構造、仕様、意匠 

エル・イー・ディー照明及びその電源は、レンジフードの周囲に組み込まれてお

り、換気扇と照明の入／切操作は独立している。 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械器具の「換気扇」として

取り扱う。 

 

（理由） 

 

従来、照明機能付レンジフードは一体のものとして「換気扇」として取り扱って

おり、同様のものとして取り扱うことが妥当と判断する。 

なお、適用技術基準については、「換気扇」に加え、該当照明器具にも適用すべ

きである。 

 

 

 


